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特記仕様

１．工事概要

本工事は「上室賀第２ポンプ場ポンプ 更新工事」として、上田市上下水道局浄水管理センター

が管轄している上室賀第２ポンプ場においてポンプ２台を更新することを目的として実施するも

のである。

（１） 送水ポンプ        ２台

（２） 制御盤        １面

（３） 配管工事          １式

（４） 試運転調整工        １式

２．機器仕様

下記の仕様を満たす機器であること。

（１）送水ポンプ

  ・ポンプ仕様

形 式：ステンレス製水中渦巻ポンプ

口 径：50ｍｍ

吐 出 量：0.125m3/min

全 揚 程：95.6m

台 数：2 台

  ・電動機仕様

形 式：キャンド

出 力：7.5kw

電 圧：3φ AC200V

周 波 数：60Hz

極    数：2

容    量：1380ml

始 動 方 式：直入

  ・付属品

水中ケーブル  10m×2 本（1 本/水中ポンプ 1台）

連成計 2 台

台板 2 台

自動空気抜き弁 2台

（２）ポンプ制御盤

  ・鋼板製屋内閉鎖自立形

   外 形 寸 法：W550×D400×H1750 程度
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    数 量：1 面

  ※1：制御盤には、シーケンス設計費・盤内資材機器・取り付け、配線を含む。

３．材料仕様

（１）管材

・2F 特殊管

  面 間 寸 法：125×150×125mm 程度

  材 質：SUS304 Sch20

  口 径：50A

    フランジ規格：JIS10K

  数 量：1 本

・2F 短管

  面 間 寸 法：1132mm 程度

  材 質：SUS304 Sch20

  口 径：50A

    フランジ規格：JIS10K

  数 量：1 本

・2F 短管

  面 間 寸 法：577mm 程度

  材 質：SUS304 Sch20

  口 径：50A

    フランジ規格：JIS10K

  数 量：1 本

・フランジ接合材（ボルト・ナット・パッキン・ワッシャー）

  口 径：50A

  フランジ規格：JIS10K

  材 質：SUS304（絶縁仕様含む）

    数 量：1 式

（２）電材類

・ケーブル

名 称：600V 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

種 別 等：EM-CE 5.5 ㎟-4c

   数 量：3ｍ

・電線管

名 称：合成樹脂被覆鋼管



4

種 別 等：PE 28mm

数 量：2m

・プルボックス

材質 ・仕様：ステンレス製・防水形

寸 法：200×200×150mm

    数 量：2 個

４．労務

（１） 機械器具設置工事（既設機器類撤去，新設機器据付）

（２） 配管工事（既設配管類撤去，新設配管類据付）

（３） 試運転調整工（機器単体試験，通信試験１ループ）

（４） 既設処分費

なお、電気工事でも電線，ケーブル類については、可能な限りエコケーブルを使用すること。

５．施工方法

（１） 機器仕様に記載する盤の設計，製作，据付

   ① 据付工事は、あらかじめ承認を得た詳細な装置配置図及び据付基礎図に基づき、工事監督

員の指示に従い試運転完了までの一切の工事を行わなければならない。

② 据付にあたっては、あらかじめ監督員，関連工事業者と、施行順序及び方法・工程等に

ついて詳細に充分な打合せを行い、これに基づき施行しなければならない。

③ 監督員の指示する重要部分については、その都度検査を受けなければならない。

④ 装置及び機器の据付調整，ならびに試運転調整に際しては、技術者を派遣してその指導に

当たらせなければならない。

   ⑤ フランジ接合についてはボルトを規程のトルクで確実に締め付けること。

（２） 機器仕様に記載する電気工配線工事

① 電線管は、各種類別に順序良く整理して配線すること。

② 計装用信号ケーブルは、動力ケーブルにより誘導障害を受けないようにすること。

③ 電線管，ダクト，ラック類は構造体に堅固に固定すること。

④ 機器への接続は、原則として 2 種金属製可とう電線管を用いて接続すること。

⑤ ケーブルの末端においては、原則として圧着端子を用いて接続すること。

⑥ 電線管，ダクト等の内部には、塵埃，水等が浸入しないように施行すること。

⑦ 接地は、電気的，機械的に完全に連絡して規格値を満足するように施行すること。

（３） 試運転調整工

① ポンプの運転方式は、配水池の水位による自動運転を原則とし、何らかの原因により水位

信号がダウンした場合には自動でフロート信号による運転に切り替わるよう整備する。

また、ポンプの制御や運転状態など各種信号を伝送装置を介して染屋浄水場の監視システ

ムにて監視できていることを確認する。
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６．注意事項

（１） 施工時は仕切弁等の操作も必要となるため、実施時期・時間については事前に充分に協議を

行うこと。

（２） 受注者は、監督員の指示のもと、細部にわたり良心的かつ高度な技術を持って設計，製作，

据付等にあたり、新設装置の据付において些かの支障も生じさせないようにすること。

（３） 請負者は、本工事着工にあたり関連業者と充分なる事前協議を行い、工事進捗に支障がない

ようにすること。

（４） 本工事に使用する機器は、JIS,JEC,JEM 各規格に準拠するものとし、所定の試験を実施し

て効率等に関する周密な検査を行い、規格に適合することを確認した上で出荷するものとする。

（５） 本工事に使用する機器，器具の定格周波数はすべて 60Hz とする。

（６） 設備の現場据付，調整に必要な材料及び油等は一切請負者において負担するものとする。

（７） 各機器の付属品，予備品については、本仕様書に明記なくとも運転保守上で必要なものは納

入すること。

（８） 本仕様書に記載されている仕様数値については参考値として示したものであるため、製作

設計に際しては充分検討して適正な値を採用すること。

（９） 本項の記述により請負金額が大きく変更するような指示を監督員が行うことなく本記述を

怠り、また請負者の設計・施工の不具合に起因して当該浄水場の運用に重大な支障をきたす

場合においては、無償で交換，改修を命ずることがある。
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施工条件

１．工程関係

（１） 工期は、雨天・休日等を見込み、契約日から令和８年９月３０日（水）までとする。

また、休日には日曜日・祝日、夏季休暇及び年末年始休暇のほか、作業期間内の全土曜日を

含んでいる。

（２）工事を施工しない日及び時間帯

ア 工事を施工しない日は、原則として、土曜日、日曜日、夏季休暇（８月13日～16日）、

年末年始（12月29日～１月３日）とする。ただし、事前に監督員と協議し承諾を得た場合

は、この限りでない。

イ 工事を施工しない時間帯は、原則として、平日の午後６時から午前８時までとする。

ただし、緊急を要する場合や夜間工事を必要とする場合など、事前に監督員と協議し承諾

を得た場合は、この限りでない。

（３）週休２日工事（月単位）

☑ 対象外工事  本工事は、週休２日工事（発注者指定方式）の対象工事ではありません。

☐ 対象工事   本工事は、週休２日工事（発注者指定方式）の対象工事です。

① 月単位の週休２日（４週８休以上）となるように現場閉所等を設定し、施工計画書に記載

すること。月ごとの現場閉所等の設定日数は、暦上の土・日曜日の合計日数以上とする。

② 施工計画書に従い、現場閉所等を実施すること。

③ 施工計画書に記載した現場閉所等を変更する場合は、事前に監督員と協議し承諾を得るこ

と。

④ 掲示板を作成し、週休２日を実施する工事である旨を公衆の見やすい場所に明示するこ

と。

⑤ 現場閉所等の実施状況で、月単位の週休２日の現場閉所率等が 28.5％に満たない場合は、

補正分が変更されるとともに、工事成績評定において評価されないので注意すること。

⑥ 週休２日工事の実施に当たっては、「上田市週休２日工事実施要領」に基づき行うこと。

⑦ 週休２日の対象外とする作業と期間は、下記のとおりとする。

作業 期間 備考

（４） 余裕期間制度（フレックス方式）

☑ 対象外工事  本工事は、フレックス工期の対象工事ではありません。

☐ 対象工事   本工事は、フレックス工期の対象工事です。

工 事 開 始 期 限 日 令和  年  月  日

工 事 完 成 期 限 日 令和  年  月  日

① 契約締結日から工事開始期限日までの任意の日を工事開始日として設定し、工事完成期限

日までの任意の日を工事完成日として設定すること。ただし、余裕期間及び実工期の設定

に伴う積算上の割増は行わないので注意すること。
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「余裕期間」＝契約締結日から工事開始日の前日まで

「実工期」＝実際の施工に必要な受注者が設定した工期で、工事開始日から工事完成日ま

で

② 主任技術者、監理技術者及び現場代理人は、工事開始日から配置することとし、余裕期間

中は、配置を要しない。

③ 余裕期間中に測量、資機材の搬入及び仮設物の設置その他工事に相当する行為は行わない

こと。ただし、現場に搬入しない資機材の準備及び労働者の手配はできるものとする。

④ 余裕期間中の工事用地等の現場管理は、発注者の責任で行う。

⑤ 建設工事請負契約書及び工程表に記載する工期は、全体工期（余裕期間＋実工期）とす

る。

⑥ 契約保証に係る期間は、全体工期（余裕期間＋実工期）とする。

⑦ 契約時に「工程表・着手届・現場代理人及び主任技術者届」を提出し、余裕期間中に変更

があった場合は、発注者と協議の上、変更すること。ただし、全体工期を変更する場合

は、変更契約を締結すること。

⑧ 契約締結後 10 日以内に工事実績情報システム（CORINS）に登録すること。なお、基本情

報の契約工期は全体工期とし、契約データの実工期及び技術者データの技術者従事期間は

実工期とする。

⑨ フレックス工期の実施に当たっては、「上田市建設工事余裕期間制度（フレックス方式）

実施要領」に基づき行うこと。

２．施工計画

（１） 受注者は、設計図書、「電気設備工事共通仕様書」「機械設備工事共通仕様書」（国土交通省大

臣官房官庁営繕部）、「水道施設設計指針・維持管理指針」当特記仕様書及び現場条件等を考慮し

て、工事全体の進め方，施工，品質，管理方法等を定めた施工計画書を速やかに作成して提出す

ること。

（２） 施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合には、その都度当該工事に着手する前に変更に

関する事項について、変更施工計画書を作成して提出すること。

３．周辺環境保全関係

（１） 施行箇所がポンプ場施設内であるため衛生管理には十分に注意して、油類等の漏れが無いよ

うに対策を講じて施行すること。また、工事に伴う騒音・振動・粉塵等に十分に配慮すること。

（２） 建設機械・設備は排出ガス対策型機械使用を原則とする。

（３） 現場発生土等各種資材を搬出時には、運搬車両等から土砂を確実に除去してから一般道へ出

ること。

なお、一般道が当該工事による原因で汚れた場合には、請負者の責任において処理すること。

（４） 過積載防止関係

１）積載重量制限を超過して工事用資材を積み込まず、また積み込ませないこと。

２）過積載を行っている資材業者から資材を購入しないこと。

３）資材等の過積載を防止するため、発生土の処理及び骨材等の購入にあたっては、下請業者及

び骨材等納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
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４）下請契約の相手方または資材納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に

欠ける者または業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたも

のを排除すること。

５）以上のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。

６）過積載車両等が確認された場合には、速やかに改善を行うとともに監督員（担当者）に対し

てその内容を報告すること。

４．安全対策関係

（１） 本工事の施工に際し、現場に即した安全・訓練教育等について、工事着手後、原則とし

て作業全員の参加により、工事期間中、月あたり半日以上の時間を割り当てて、安全・訓練等

の教育または、周知徹底を実施するものとする。

（２） 施工に先立ち作成する施工計画書に、本工事内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作  

成して、監督員（担当者）に提出すること。

（３） 安全訓練等の実施状況を工事報告に記録して報告するものとする。

（４） 受注者は工事の施工にあたり、「土木工事安全施工技術指針」、「建設工事公衆災害防止対

策要綱及び建設副産物適正処理推進要綱」、「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」、道路

占用許可及び道路使用許可等の条件に基づき、公衆災害の防止に努めなければならない。

（５） 工事現場内は危険防止のため、平常から防災設備を整備するとともに気象予報等について十

分注意し、常に万全の措置を講じられるように準備しなければならない。

５．労働福祉の改善等について

（１） 労働者の確保を図ること並びに、労働災害の防止、適正な賃金の確保、退職金制度及び各種

保険制度への加入等労働福祉の改善に努めること。

６．産業廃棄物関係

（１） 産業廃棄物は関係法冷に基づき適正に処理し、必要に応じて関係書類を提出すること。

（２） マニフェストについては、廃棄物ごとに処理数量を集計してマニフェストＡ票，Ｂ２票，Ｄ

＋Ｅ表の写しを提出すること。

（３） 建設リサイクル法関係書類を着工前に提出すること。

７．コリンズ（CORINS）の登録について

（１） 受注者は受注時または変更時において工事請負代金額が５００万円以上の工事について、工

  事実績情報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）に基づき、受注・変更・完成・訂正に工事実績情報とし

て、｢工事カルテ｣を作成し監督員の確認を受けたうえ、受注は契約後１０日以内に、登録内容

の変更時は変更があった日から１０日以内に、完成時は工事完成後１０日以内に、訂正時は適

宜登録期間に登録申請しなければならない。（ただし、工事請負代金額５００万円以上２５０

０万円未満の工事については、受注・訂正時のみ登録するものとする。）

また、(財)日本建設情報総合センター発行の｢工事カルテ受領書｣が請負者に届いた際は、そ

の写しを直ちに監督員に提出しなければならない。
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なお、変更時と完成時の間が１０日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものと

する。

８．受注者の希望により実施する内容の確認について

（１）受注者は請負金額 1,500 万円以上の工事（以下、「対象工事」という。）について、以下の項目

を受注者の希望により実施することができるものとする。なお、対象工事の金額未満であって

も、受注者が希望する場合は、受発注者協議により対象とすることができる。希望する場合は、

工事請負契約締結後、別紙『電子納品実施(希望)調書』を監督員へ提出すること。

（２）電子納品の実施にあたっては、長野県が適用する「電子納品に係る実施要領」に準拠すること

とし、試行的な運用として実施を希望できるものとする。

受注者が電子納品を希望する場合は、対象書類やファイル形式、データバックアップ体制、コ

ンピュータウィルス対策方法等について、工事着手時に監督員と協議することとし、対象書類

はＣＤ－ＲもしくはＤＶＤ－Ｒに記録して提出すること。

９．その他

（１）本工事の施工にあたり疑義が生じた場合には、担当者と協議の上、決定するものとする。

（２）火災保険等について

受注者は、工事目的物及び工事材料等を設計図書の定めるところにより、火災保険、建設工

事保険その他保険に付さなければならない。また、保険契約を締結したときは、その証券又は

これに代わるものの写しを、現場着手前に監督員に提出する。（建設工事請負契約書第 58条よ

り）

（３）法定外労災保険の付保

本工事において、受注者は、法定外の労災保険に付さなければならない。

また、受注者は、保険契約の証券又はこれに代わるものを監督員に提出することとする。

（４）変更請負額について

設計変更に伴い算出する請負額は、次式による請負比率により算出する。

   変更請負額 ＝ 変更設計額 ×（ 請負額 ／ 設計額 ） （１万円未満切り捨て）

（５）熱中症

夏季における猛暑日などの過酷な環境下（炎天下や高温多湿場所）での作業による熱中症の

発生が懸念される場合は、熱中症予防対策を講じること。

１０ その他の注意事項

（１） 着工前に、近接する他工事関係者・地下埋設事業者・公共交通機関等と協議をするこ

と。他工事(下水道工事等)が同時に行われる場合は、安全管理・工程管理・防犯・技術協力

等、綿密な連携のもと施工する。情報管路・NTT 管路・ガス管及び下水道管等の周辺を掘削

する場合は、人力にて先掘確認すること。

（２）近接する土地所有者に対して、境界・工作物等について確認すること。近隣住民、商業者

に対しては工事概要について適切に説明し、理解を得ながら施工する。
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（３）通行制限については道路管理者及び警察署と十分な協議を行い、指示に従って実施するこ

と。 交通管理(歩行者・車両)には十分に配慮し、第 3 者災害の防止に万全を期すこと。 ま

た、車両通行止め及び全面通行止めを行う場合は迂回路看板等を配置し、一般交通への影響

を最小限にすること。

（４）『建設工事公衆災害防止対策要綱』を十分把握し、事故防止に配慮すること。管破損等事故

や第 3 者災害・労働災害・人身・物損等の事故が発生した場合は、応急処置を行い、速やか

に発注者へ連絡すること。以後、発注担当課長へ事故報告書を提出し、再発防止策等を講じ

ること。その間、二次災害を防止するための措置を除き発注者の指示があるまで工事の再開

はできない。

（５）守秘義務

受注者は、本工事で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

1 貸与された資料のうち氏名等の個人情報が含まれるものを複写した場合は、工事終了時に

細密裁断等により、第 3 者が復元できない方法で確実に処分しなければならない。

2 本工事で貸与された資料を、本工事以外の目的に使用してはならない。
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一般仕様

１．目的及び施行範囲

本工事の受注者（以下、乙という）は、発注者（以下、甲という）監督員（担当者）の指示及び

設計図書に従い、上室賀第２ポンプ場ポンプ更新工事として、送水ポンプを更新するものである。

２．疑義

工事設計図書の内容について疑義が生じた場合には甲乙で協議をし、甲の指示に従うものとす

る。

なお、工事の施行上必要があれば実施施工図を提出し、甲の承認を得て変更することができる。

  また、乙は設計書・仕様書に明記されていなくても、法規上・施工上または目的とする機能の

ために当然必要を認められるものについては、監督員と協議の上、決定する。

３．法令及び条例等の適用

本工事の施工に際しては、下記の関係法令及び規定に則り施工することとする。

（１） 水道法

（２） 計量法

（３） 地方公営企業法

（４） 建設業法

（５） 電気・電気通信事業法

（６） 電気工事士法

（７） 電気事業法

（８） 電気設備に関する技術基準を定める省令

（９） 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律

（１０） 労働安全衛生法

（１１） 労働基準法

（１２） 労働者災害補償保険法

（１３） 道路交通法

（１４） 公害対策基本法

（１５） 水質汚濁防止法

（１６） 騒音規制法

（１７） 建築基準法

（１８） 建築士法

（１９） 建設業法

（２０） 建築物における衛生環境の確保に関する法律

（２１） エネルギー使用の合理化に関する法律

（２２） 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

（２３） 国等による環境物品等の調達の推移等に関する法律

（２４） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
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（２５） 建築工事に係る資材の再資源化等に関する法律

（２６） 大気汚染防止法

（２７） 石綿障害予防規則

（２８） フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律

（２９） 下水道法

（３０） 消防法

（３１） 上田市建設工事入札制度合理化対策要綱

（３２） 上田市建設工事の入札及び契約に係る事務処理に関する規程

（３３） 上田市契約に関する暴力団等排除措置要綱

（３４） 上田市環境基本条例

（３５） 上田市公害防止条例

（３６） 上田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

（３７） 上田市財務規則

（３８） 上田市上下水道局水道工事標準仕様書

（３９） その他関係法令、条例

４．適用規格・基準

本工事の施工に際しては、下記の関係規格及び基準に則り施工することとする。

（１） 日本産業規格（ＪＩＳ）

（２） 日本水道協会規格（ＪＷＷＡ）

（３） 日本電気工業会標準規格（ＪＥＭ）

（４） 電気学会規格調査会標準規格（ＪＥＣ）

（５） 電気設備技術基準（経済産業省令）

（６） 水道工事標準仕様書（日本水道協会）

（７） 水道施設設計指針・維持管理指針（日本水道協会）

（８）（解説）電気設備の技術基準（経済産業省資源エネルギー庁）

（９）機械設備工事共通仕様書（国土交通大臣官房長官庁営繕部）

（１０）電気設備工事共通仕様書（国土交通大臣官房長官庁営繕部）

（１１）電気設備工事施行管理指針（国土交通大臣官房長官庁営繕部）

（１２）電気・機械設備工事共通仕様書（国土交通省監修、公共建築協会）

（１３）建築工事共通仕様書（国土交通省監修、公共建築協会）

（１４）土木工事共通仕様書・土木工事施行管理基準（長野県土木部）

（１５）土木工事安全施工技術指針（長野県土木部）

（１６）上田市上下水道局水道工事標準仕様書

（１７）水道施設の技術的基準を定める省令

（１８）建設工事公衆災害防止対策要綱及び建設副産物適正処理推進要綱

（１９）その他関係規格・基準
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５．積算

本設計書は、令和７年度の厚生労働省歩掛を基準として、積算単価については令和７年度

１月１日適用である。また、物価の変動による資材費の変更は単品スライド条項を運用する。

機器費，特殊資材については、見積単価を採用している。

また、経費の積算においては、国土交通省の国庫補助歩掛基準により、機器費を購入費扱いとし

て共通仮設費の対象となる直接工事費には含めないものとする。

  なお、機器設置等に係る歩掛は、公益社団法人日本下水道協会発行の「下水道用設計標準歩掛表

-ポンプ場，処理場施設」令和７年度を適用している。

６．事務手続き

乙は､本工事の施工にあたり関係官公庁等に対して必要な一切の事務手続きは、乙の責任におい

て速やかに処理し､その旨を甲に報告するものとする。なお、これに必要な費用は乙の負担とする。

７．主任技術者

乙は､本工事契約後一週間以内に主任技術者及び現場代理人を定め、甲に届けることとする。

現場代理人は必要に応じて工事現場に常駐し、現場管理の一切の事項を処理し、類似工事の実務

経験を有するものとする。

  主任技術者は技術的専門知識を有し、類似工事の主任技術者としての実務経験を有するものと

する。

８．提出図書

乙は次の工事関係図書類を提出すること。

（１） 乙は、下記の書類及び承認図を提出し、甲の承認を受けた後に機器の発注をすること。

１）施工計画書

２）機器外形寸法

３）機器仕様・電気器具仕様・明細書

４）機器据付・電気器具取付・施工図

５）配管図・配線図

（２） 乙は工事完了後、維持管理に必要な下記の竣工図を甲に対して提出することとする。

１）機器試験成績表

２）構成図

３）機器据付・電気器具仕様・完成図

４）配管接続図・電気配線接続図

５）機器・器具取扱説明書

６）工事写真

７）試運転結果書

８）その他必要と認めるもの
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９．資材検収

本工事に使用する機器は監督員（担当者）が製品検査を行い、合格と認めたものを使用すること。

機器及び資材は工事検査受け渡しまで乙の保管管理責任によるものとする。

１０． 総合試運転

  乙は工事完了後に試運転を実施し、甲が各機器の機能を十分発揮していると認められるまで調

整を行うものとする。

１１． 竣工検査

本工事の検査は甲が定める規程により行い、中間及び竣工検査を実施することとする。

  検査には現場代理人、主任技術者または監理技術者が必ず立会い、検査に必要な体制を整えて

ること。

  検査に合格しない場合は、監督員の指示に従い、指摘箇所について改造または再施工し、再検

査を受け、合格しなければならない。

１２． 保証期間

本工事における機器類の保証期間は竣工検査合格後２ヶ年とする。

保証期間中の乙の責任に帰すべき原因（機器の不良）による事故が発生した場合には、無償にて

補修または新品に交換することとする。


